
○山北町開発指導要綱 

令和６年４月３０日 

告示第３９号 

山北町開発指導要綱（平成元年山北町種別なし）の全部を次のように改正する。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この要綱は、山北町における無秩序な開発を防止し、良好な生活環境の確保を図るため

開発行為等を行おうとする者に対して協力を要請し、必要な指導を行うことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

（１） 開発行為 

主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の

変更をいう。 

（２） 建築行為 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１３号に規定する建築物の建築をいう。 

（３） 開発行為等 

前２号に定める行為をいう。ただし、山北町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する

条例（平成４年山北町条例第２０号）及び山北町山砂利採取指導要綱（昭和５１年山北町種

別なし）に係るものは除く。 

（４） 開発区域 

開発行為等を行う土地の区域をいう。 

（５） 事業主 

開発行為等を行う者をいう。 

（６） 中高層建築物 

３階（地階を除く。）以上又は地上高１０メートル以上の建築物をいう。 

（７） 集合住宅 

２戸以上で形成された住宅施設で、共同住宅、寮、寄宿舎等をいう。 

（８） 事業所 

店舗、工場、事務所等をいう。 

（９） 公共公益施設 

道路、上下水道、公園、緑地、広場、河川、水路、消防施設、砂防施設、教育施設、医療

施設、交通安全施設、清掃施設、社会福祉施設等で公共の用に供する施設（土地を含む。）



をいう。 

（適用範囲） 

第３条 この要綱は、本町内で行われる開発行為等のうち、次の各号のいずれかに該当するもの

について適用する。ただし、個人が自己の居住の用に供するために建築する住宅、国又は地方

公共団体が行う開発行為については、適用しない。 

（１） 開発行為等に係る土地の面積が、５００平方メートル以上のもの 

（２） 同一事業主（開発行為等を引き継いだ者を含む。）が、一定区域内において継続し、

又は断続して開発行為等を行い、従前の区域と合算した開発区域の面積が５００平方メート

ル以上となる場合 

（３） 一定区域を分割して、複数の事業主が開発行為等を行い、その開発区域の面積が合算

して５００平方メートル以上となる場合 

（４） 中高層建築物の建築 

（５） 計画戸数５戸以上の集合住宅の新築 

（行政計画との適合） 

第４条 事業主は、開発行為等の計画に当たり開発区域内に公共公益施設に関する計画が定めら

れているときは、その計画に適合するようにしなければならない。 

２ 事業主は、山北町内の用途地域外の無指定地域及び都市計画区域外において、開発行為等を

行う場合は、町土地利用計画との適合を図るものとする。更に、１，０００平方メートル以上

の開発行為等を行うときは、あらかじめ山北町土地利用に関する基本条例（平成１６年山北町

条例第５号）の規定に基づき、土地利用の調整を行うものとする。 

（周辺地域との調整） 

第５条 事業主は、事業計画について区域周辺の関係者に対し、事前協議の前に十分な説明会等

を行い、理解を得るよう努めなければならない。この場合において、町長が経過等の記録の提

出を求めたときは、これを提出しなければならない。また、万一紛争が生じた場合は、誠意を

もって話し合いを行い、事業主の責任において解決するものとする。 

（自然環境の保全） 

第６条 事業主は、開発行為等の計画に当たっては、自然の地形の変更を最小限にとどめ、環境

及び景観の保全並びに緑地の確保に努めるものとする。 

（一宅地面積等） 

第７条 事業主は、住宅地の造成を目的とする開発事業を行う場合は、別表第１に定める基準に

より宅地の面積を確保しなければならない。 

２ 事業主は、宅地の区画については境界標を布設し、境界を明確にしなければならない。 

（事前協議） 



第８条 事業主は、開発行為に関する事前協議申請書（様式第１号）を町長に提出し、事業計画

の内容及び工事施工方法等について事前に協議しなければならない。 

２ 町長は、前項の事前協議申請書が提出されたときは、山北町開発指導会議の意見を聴するも

のとする。 

（協定の締結） 

第９条 事業主は、事前協議が終了したときは、この要綱に掲げる事項を遵守して、町長と協定

を締結しなければならない。 

（協定の効力） 

第１０条 前条の協定締結後、１年以内に工事に着手しない場合は、この協定は効力を失うもの

とし、改めてこの要綱による協議及び協定の締結をしなければならない。 

（地位の継承） 

第１１条 事業主は、協定締結後開発行為等の権利を第三者に譲渡し、又は移転しようとすると

きは、事前に町長と協議しその承認を得るものとする。 

２ 譲渡又は移転を受けた譲受人は、譲渡人が町長と締結した協定については、すべてを承継す

る。 

（公害の防止） 

第１２条 事業主は、事業施工中の騒音、振動、砂じん等については、付近住民の日常生活に迷

惑を及ぼさないよう公害の発生防止に努めなければならない。 

（文化財の保護） 

第１３条 事業主は、開発行為等の施工に際し埋蔵文化財が出土した場合は、直ちに工事を中止

して関係機関に届出をし、その指示に従うものとする。 

（境界の確認） 

第１４条 事業主は、開発行為等の計画を定めたときは、隣地との境界を確認しなければならな

い。 

（損害の補償） 

第１５条 事業主は、開発行為等に起因して生じた損害については、その損害の責めを負うもの

とする。 

（災害の復旧） 

第１６条 事業主は、開発行為等に起因して災害が発生した場合は、関係機関と協議するととも

に直ちに災害の復旧を行うものとする。 

（公共公益施設費の負担） 

第１７条 事業主は、開発行為等に伴い、公共公益施設の整備の必要性が開発区域外に及ぶ場合

は、その整備等に要する費用を負担するものとする。 



２ 事業主は、住民生活の福利増進に必要な公共公益施設の整備又は利用に関し町長と協議のう

え、その整備費を別に定める基準により負担する場合がある。 

（公共公益施設の管理及び帰属） 

第１８条 事業主は、新たに設置された公共公益施設で、町の管理に属し、又は帰属するものは

町に無償で提供するものとする。この場合、あらかじめ不動産関係書類を添えて町長に報告し、

検査を受けなければならない。また、所有権以外の権利が設定されているときは、当該権利を

抹消しなければならない。 

２ 前項の規定による手続きは、山北町財産規則（昭和４１年山北町規則第３号）によるものと

する。 

３ 移管施設の用地については、町長が指定する境界標を布設しなければならない。 

（事業報告） 

第１９条 事業主は、開発行為等に着手する場合は、工事工程等について事前に町長及び関係機

関と協議するとともに、利害関係者にその旨を周知し、工事着手届（様式第２号）を町長に提

出するものとする。 

２ 事業主は、開発行為等が完了したときは、工事完成届（様式第３号）を町長に提出し、検査

を受けなければならない。町長が必要と認める場合は、事業施工中においても中間検査を受け

なければならない。 

３ 町長は、前項の完成検査の結果、協議内容に適合していると認めたときは、事業主の要請に

より別に定める検査済証を発行するものとする。 

第２章 公共公益施設 

第１節 道路 

（道路の幅員） 

第２０条 開発区域内に設置する主要道路の幅員は、開発面積が１，０００平方メートル以上の

場合は、神奈川県開発許可制度に基づく道路設計基準により施工するものとし、開発面積が１，

０００平方メートル未満の場合は、原則として次による。 

道路の幅員 ４．０m ４．５m ５．０m ６．０m以上 

道路の延長 ３５m未満 ３５m以上～７０

m未満 

７０m以上～１００

m未満 

１００m以上 

２ 取付け道路についても、前項の規定に準じて実施するものとする。 

（道路の構造） 

第２１条 道路の構造は、道路法（昭和２７年法律第１８０号）、道路構造令（昭和４５年政令

第３２０号）の定めるところによる。 

２ 開発行為により移管する予定の道路については、山北町町道認定基準（平成１３年山北町種



別なし）の定めるところによる。 

３ 町の管理に属さない道路は、事業主又は事業主から引き継いだ者が維持管理しなければなら

ない。 

（既存道路との接続） 

第２２条 既存道路との接続については、原則として、公道から公道へ接続させるものとする。

ただし、周辺の道路状況等により接続ができない場合は、この限りではない。 

（道路交差箇所） 

第２３条 開発区域内の各道路と区域外道路との交差は、できる限り直角に近い角度で交差させ、

交差により生ずる街角は別表第２に定めるせん除長ですみ切りをするものとする。 

（道路施設） 

第２４条 開発区域内道路が、次の各号に該当する場合は、防護施設及び安全施設を設置するも

のとする。 

（１） がけ面又は河川等に接している箇所 

（２） 屈曲している箇所 

（３） 歩行者、通行車両及び住民の安全のため必要な箇所 

（路面排水） 

第２５条 路面排水は、原則として、道路の両側に設けるものとし、その構造は、幅員構成等そ

の他の状況により、U型側溝又はL型側溝とする。いずれの場合も、その断面構造及び流末に

ついては設計に当たり町長と協議するものとする。 

（舗装） 

第２６条 道路は、原則としてセメントコンクリート又はアスファルトコンクリートによって舗

装するものとし、舗装構成は、日本道路協会の各種舗装要綱の定めるところによる。ただし、

交通量を考慮し町長がやむを得ないと認めた場合は、簡易舗装とすることができる。また、縦

断勾配が９パーセント以上となる場合は、滑り止め舗装をするものとする。 

（占用） 

第２７条 町が管理する道路及び管理することとなる道路の占用については、その道路の種類に

より道路法又は山北町農・林道占用（使用）要綱（昭和５９年山北町種別なし）に定めるとこ

ろによる。 

（橋梁） 

第２８条 橋梁は、B活荷重橋とすること。ただし、道路幅員、利用状況等により町長がやむを

得ないと認めた場合は、A活荷重橋とすることができる。 

第２節 公園・緑地 

（公園・緑地又は広場の設置） 



第２９条 開発区域の面積が３，０００平方メートル以上の開発行為等にあっては、開発面積の

３パーセント以上の公園・緑地又は広場を設け、計画戸数が２０戸以上の中高層住宅を建設す

る場合は、計画人口１人当たり３平方メートル以上の公園を設置するものとする。この場合、

町長が必要と認めるものは無償で町に提供するものとする。 

２ 事業主は、開発区域内の緑化の推進に努めなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、開発区域の近隣に、既に地方公共団体の管理する相当規模の公園

等（これに類する施設を含む。）が存するときは、町長は公園等の設置を免ずることができる。 

（敷地の形状等） 

第３０条 公園は、開発区域の周辺の状況を勘案のうえ、利用者が有効な利用が確保される位置

に配置するものとする。 

２ 公園は、遊戯施設が有効に配置できるよう著しく狭長屈曲のない形状とし、１５度以上傾斜

した土地の部分は、公園面積に含めないものとする。 

（公園施設） 

第３１条 公園内には、植栽及びベンチ等を設置することを原則とする。 

２ 公園の外周には、危険防止のため柵等を設けるとともに、公園内の雨水等を有効に排出する

ための適当な施設を設けるものとする。 

３ 町の管理に属さない公園等は、事業主又は事業主から引き継いだ者が維持管理しなければな

らない。 

第３節 上水道 

（工事費の負担） 

第３２条 開発行為等により設置される水道施設工事費は、事業主の負担とする。 

（設置計画） 

第３３条 設置計画については、水道法（昭和３２年法律第１７７号）及び山北町水道事業給水

条例（平成９年山北町条例第２６号）に準拠して施工する。なお、施設の町移管については、

町長が必要と認めるものについてのみ無償提供するものとする。 

（受水槽の設置） 

第３４条 中高層建築物等、一時に多量の給水を必要とする施設については、必要に応じ受水槽

を設けるものとする。 

（加入金の負担） 

第３５条 町の水道を利用する者は、山北町水道事業負担金徴収条例（昭和４６年山北町条例第

１４号）に従い、加入金を負担しなければならない。 

第４節 河川及び下水道 

（排水施設の設置） 



第３６条 開発区域内の排水施設は、町の下水道事業計画に適合させるとともに、周辺の地域の

地形等を調査し、関係法令に基づき下水（雨水、汚水をいう。）を有効に排水できる規模、構

造及び能力を有する施設とするものとする。 

２ 下水の排除方式は分流式とする。 

（管理者との協議） 

第３７条 開発区域内の下水を周辺の河川、水路等に放流する場合は、事前にその管理者の承諾

を得るとともに、工事施工については、管理者の指示に従うものとする。 

（河川、水路等の整備） 

第３８条 放流先の河川、水路等が開発区域からの排水を処理する能力のない場合又は水利上好

ましくない場合で管理者が必要と認めたときは、事業主の負担において、河川、水路及び新た

な排水施設を整備するものとし、必要により調整池を設けるものとする。 

（技術基準） 

第３９条 排水施設の設計基準は原則として「下水道施設設計指針と解説（日本下水道協会）」

によるものとする。なお、放流先の河川、水路等の排水能力の不足により、やむを得ず設ける

遊水池については「防災調節池等技術基準（案）（社団法人、日本河川協会編）」に準拠して

設計するものとする。 

（処理方法） 

第４０条 開発区域の汚水処理については、次の各号によるものとする。 

（１） 公共下水道区域内のうち、供用開始区域については、公共下水道管渠に接続し、処理

するものとする。この場合、山北町下水道条例（平成元年山北町条例第３７号）に基づくも

のとする。 

（２） 公共下水道区域内のうち、未供用区域、並びに公共下水道計画区域外にある区域の汚

水処理については、山北町町設置型浄化槽の設置及び管理に関する条例（平成２０年山北町

条例第１号）及び山北町浄化槽設置要綱（平成１９年山北町種別なし）の規定に基づくもの

とする。 

（３） 前号においては、町長が特に必要と認めるものについては、事業主の負担により公共

下水道管渠に接続し処理することができる。 

２ 前項第２号の規定により処理した排出水は、水道及びその他の水源に影響のない地点まで導

水後、放流しなければならない。 

第５節 農地及び農業用施設 

（農地及び農業用施設） 

第４１条 農地及び農業用施設に影響を及ぼす場合については、次の各号に定めるところにより

その対策を講ずるものとする。 



（１） かんがい用水の枯渇をまねくおそれのある場合は、事業主の責任で下流の取水面積に

相当する用水確保の措置を講ずるものとする。 

（２） 事業主は、開発区域の周辺及び下流の農耕地の水利が開発行為等により従前の取水方

法に変化を生ずる場合には、用水の確保に支障のない施設を整備するものとする。 

（３） 山林の伐採でできた崖地等は、事業主が災害の防止及び緑化に必要な措置を講ずるも

のとする。 

（４） 農道について、地域の実情を十分考慮し、耕作上不便をきたさないようにしなければ

ならない。 

第６節 消防施設 

（消防施設） 

第４２条 消防施設については、次の各号に定めるところにより設置するものとする。 

（１） 開発区域内には、消防法（昭和２３年法律第１８６号）に基づく消防水利の基準（昭

和３９年消防庁告示第７号）に従い、必要な防火水槽、消火栓その他の水利施設を設置する

ものとする。 

（２） 消防水利の設置位置は、町長及び小田原市消防本部と協議の上決定する。 

（３） 開発区域内の水利施設には、別に指示する水利標識を設置するものとする。 

（４） 消火栓及び防火水槽（用地を含む。）は、完成後において原則として町へ移管するも

のとする。 

（５） 既設消防水利に支障が生ずる場合は、代替の消防水利を設置するものとする。 

２ 消防水利の構造は、次の各号の基準によるものとする。 

（１） 防火水槽は、消防施設等整備費補助金交付要綱に基づく規格に適合する４０立方メー

トル以上とするものとする。 

（２） 消火栓は、消防水利の基準第３条第２項の定めによるほか、当該水道管理者の定める

規格に適合するものであること。 

（消防活動場所） 

第４３条 事業主は、開発区域内に中高層建築物を建築する場合には、当該建築物の周辺にはし

ご車が容易に消防活動できる場所を設置するものとする。ただし、当該建築物の周辺にはしご

車が消防活動できる状態の道路がある場合には、この限りではない。 

（避難場所） 

第４４条 事業主は、開発区域内に中高層建築物を建築する場合には、当該建築物の各階から有

効に避難できるように屋外避難階段を設置するものとする。ただし、町長が避難上支障がない

と認めるときは、この限りではない。 

第７節 清掃施設 



（ごみ収集場所） 

第４５条 事業主は、開発区域内のごみ処理に必要な収集場所、形状等を町長と協議のうえ、設

置するものとする。 

２ 収集場所の規模は、おおむね計画戸数１０戸に１箇所の割合で５平方メートル以上とする。

ただし、９戸以下のものについては、別に町長と協議するものとする。 

第８節 その他の施設 

（駐車施設） 

第４６条 事業主は、集合住宅等自動車の利用が予想される開発事業については、原則として戸

数分の駐車場施設を確保するものとする。また、その他の建築物の場合は利用台数を想定し確

保するものとする。 

（防犯灯） 

第４７条 事業主は、開発区域内及びその周辺において、町長が必要と認める場合には防犯灯を

設置しなければならない。ただし、維持管理については、別に協議するものとする。 

（集会施設） 

第４８条 事業主は、開発行為の規模により町長が必要と認めたときは、集会施設等の施設の建

設を行うものとする。この場合、土地の帰属、施設の管理、運営等については、別途町長と協

議するものとする。 

（土砂等の搬出入） 

第４９条 事業主は、土砂等を開発区域内外に移動するときは、搬出入により生ずる交通、騒音、

振動、ほこりその他住民の生活環境に影響する事項について、万全の対策をたてるとともに、

その計画及び搬出入経路、搬出入地、搬出入土砂等の処分の方法等を記載した書類を町長に提

出し、その承認を得るものとする。 

第３章 その他 

（瑕疵担保） 

第５０条 この要綱の規定により、本町に移管となった公共施設について、移管後１年以内に発

見された瑕疵又はこれにより生じた損害は、事業主の責任においてこれを補修し、若しくは損

害の賠償をするものとする。 

（紛争の解決） 

第５１条 開発行為等に起因して被害を及ぼした場合は、全て事業主又は利用者の負担と責任に

おいて解決するものとする。 

（補則） 

第５２条 この要綱によりがたいもの又はこの要綱に定めのない事項については、その都度町長

と事業主が協議し定めるものとする。 



附 則 

この要綱は、令和６年５月１日から施行する。 

別表第１（第７条関係） 

１戸当たりの標準宅地面積 

項目 標準 最低 

独立住宅 １３５m２以上 １００m２以上 

別表第２（第２３条関係） 

街角せん除基準 上段９０°前後 中段６０°前後 下段１２０°前後 

幅員 ４m ７m １０m １２m １５m 

４m ３   ３   ３         

 ４   ４   ４        

  ２   ２   ２       

７m ３   ５   ５   ５   ５   

 ４   ６   ６   ６   ６  

  ２   ４   ４   ４   ４ 

１０m ３   ５   ５   ５   ５   

 ４   ６   ６   ６   ６  

  ２   ４   ４   ４   ４ 

１２m    ５   ５   ６   ６   

    ６   ６   ８   ８  

     ４   ４   ５   ５ 

１５m    ５   ５   ６   ８   

    ６   ６   ８   １０  

     ４   ４   ５   ６ 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第８条関係） 

様式第２号（第１９条関係） 

様式第３号（第１９条関係） 

 


